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信用取引の契約締結前交付書面 

（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。） 

     

株式会社 DMM.com 証券 

 

 この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前に当社カスタマーサポート

宛にご確認ください。 

 

○信用取引は、お客様に一定の保証金（委託保証金）を当社に担保として差し入れてい

ただき、売付けに必要な株券（※1）、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券

等（以下、｢株券等｣といいます。） や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸し

して売買を行っていただく取引です。 

○信用取引には、「制度信用取引」と｢一般信用取引｣の 2 種類があります。この 2 つの信

用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありま

すので、ご注意ください。 

○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を

も合わせもつ取引です。したがって､取引を開始する場合又は継続して行う場合には、

取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目

的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において

行うことが肝要です。 

（※1）株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、

基本的に同じ取扱いとなります。 

手数料など諸費用について 

 信用取引を行うにあたっては、別紙 2「信用取引に係る手数料及び諸費用」記載の

売買手数料及びその他費用をいただきます。 

 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、

売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。 

 

委託保証金について 

 信用取引を行うにあたっては、別紙 1「代用有価証券の種類、代用価格等」に記載

の委託保証金（有価証券により代用することが可能です。）を担保として差し入れ

ていただきます。 

 委託保証金は、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上が必要です。レバレッジ

型 ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30％を上回る委託

保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用

する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 1「代用有価証券の種類、代用価
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格等」に定めるところによります。 

 

信用取引のリスクについて 

 信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多

額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては､

下記及び約款等の内容を十分にご理解いただき、かつ、ご承諾いただく必要があります。 

 

 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品

相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等

の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設

備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等（以下、「裏付け資産」（※2）

といいます。）の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等

の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の

額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 

※2 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資

産を含みます。 

 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況

に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の

変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによ

って損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証

金の額を上回るおそれがあります。 

 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じる、あ

るいは、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価

値が売買代金の 20％未満となった場合又は、委託保証金が 30 万円未満となった場

合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります（当

社が判断した場合には、委託保証金の率が 20％未満にならなくても追加保証金を

差し入れていただくことがあります。）。 

 所定の期日までに委託保証金の不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めにより

その他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉

（信用取引のうち決済が結了していないもの）の一部又は全部を決済（反対売買ま

たは品受・品渡）される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失に

ついても責任を負うことになります。 

 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の

引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。 

※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドラ

イン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライ

ン」でご確認いただけます。 
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 このように、信用取引はお客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、

価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利

用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願い

いたします。 

 

クーリング・オフについて 

 信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用がないため、クー

リング・オフの対象にはなりません。 

 

 

信用取引の仕組みについて 

 

○ 制度信用取引 

 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び

返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制

度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券

等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること（貸借取引）

ができます。 

 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄（制度

信用銘柄）に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借

取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等

を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘

柄（貸借銘柄）に限られます。 

 制度信用取引の返済期限は 6 か月と決められており、6 か月を超えて制度信用取引

を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと

認められるときには、制度信用取引の返済期限（6 か月）の定めにかかわらず、金

融商品取引所により返済期限の変更（返済期限の繰上げ）が行われることがありま

すので、ご注意ください。 

 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と

当社との合意によって決定されることになります（※3）。また、金利、貸株料は、

金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社ホームページ等でご確認く

ださい。また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足（貸借取引残高に

おいて貸株数が融資株数を上回った状態）が生じ、この株券等を調達するための費

用がかかった場合には、売り方は品貸料（いわゆる逆日歩）を支払い、買い方はこ

れを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決

定されることとなります（※3）。 

※3 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、



4 

 

本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 

 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは

異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。なお、貸株料等の

信用取引に係るコストについては、当社ホームページ又はカスタマーサポートにて

ご確認ください。 

 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分

割、株式分配、その他権利付与（以下、「株式分割等」といいます。）による株式を

受ける権利又は株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとな

ったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、

売り方・買い方双方の不公平をなくします。（注）例えば、株式分割の場合の権利

の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。 

（例 1）売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合（分割比率 1：

2 等） 

⇒株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加

し、売買値（約定値段）を減額します。 

（例 2）上記以外の株式分割の場合（分割比率 1：1.5 等） 

⇒金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値（約定値段）より引

き下げます。また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあ

と（通常、配当落ちの約 3 か月後）、配当落調整額を買い方は受け取り、売り

方は支払うことになります。 

 

（注）制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業

者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されま

す。当該株券等に株式分割当による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約

権等の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができな

いため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルー

ルを定めています。 

 なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、

①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特

定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、

権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能

となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価

値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと

言えます。 

 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場

合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困

難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この

場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・品受による



5 

 

返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。 

 

○ 一般信用取引 

 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸

料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引で

す。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用す

ることはできません。 

 一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄及び

当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取

引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合

もあります。 

 一般信用取引における貸株料、品貸料、返済期限及び金利は、その時々の金利情勢、

株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになりま

す（※4）。また、貸株料、品貸料及び金利は、金利情勢、株券調達状況等によって

変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は当社にご確認く

ださい。 

※4 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、

本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。また、返済期限

は短期（デイトレ信用）、長期（原則として無期限）のいずれかの返済期限と

なります。 

 一般信用取引によって売買している株券等について株式分割等による株式を受け

る権利又は株主に対する新株予約権等の付与があり、権利落ちとなったときの処理

や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と

当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認

くださるようお願いいたします。 

 一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引のため、原則として、制

度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理

由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉

について当社における株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める

期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期

限を越えて一般信用取引を継続することはできません。そのため、当社の任意でお

客様の在庫不足となった銘柄の新規売建注文を失効及び在庫不足となった売建玉

の強制返済注文を執行いたします。この点についても、事前に当社ホームページ等

でご確認くださるようお願いいたします。 

 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度

信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更したりすることはで

きません。 
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信用取引に係る金融商品取引契約の概要 

当社における信用取引については、以下によります。 

 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引 

➢ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は

代理 

➢ 株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理 

 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理 

 

金融商品取引契約に関する租税の概要 

個人のお客様に対する課税は、以下によります。 

 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に

加味されます。 

 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所

得等として申告分離課税の対象となります。 

 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等（特定公社債等を含みま

す。）の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告によ

り譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 

法人のお客様に対する課税は、以下によります。 

 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計

算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配

当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控

除されます。 

 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算

上、益金の額に算入されます。 

なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 

 

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一

種金融商品取引業であり、当社において行われる信用取引は、以下によります。 

 お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」を電磁的な方法によ

り当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に

関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書に

ついては十分お読みいただき、その写しを保管してください。 

 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、

場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。 

 信用取引で注文される際は、必ず、お取引ツール上の「信用取引」を選択してくだ

さい。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も選

択してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更で
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きませんので、注意してください。 

 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度

を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」と

してその信用取引残高を日々公表します。 

 お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の固有財産とは分別し

て保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であって

も、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受

けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用

取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対

象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等におい

ては、売り返済・買い返済及び品受・品渡による信用取引の返済ができなくなる可

能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に

代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくこ

とになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一

切の優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、

これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護

基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。 

 適格機関投資家（これに類する外国法人を含む。）が信用取引の売付けを行う場合

及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金

融商品取引所の定める売買単位の 50 倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規

制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してくだ

さい。 

 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から｢取

引報告書｣が交付されます。万一、「取引報告書」の記載内容が実際の信用取引の内

容と相違しているときは、速やかに当社のカスタマーサポートまでご連絡ください。 

 

信用取引の終了事由 

当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合（主なものは次のとおりです。）、信用

取引は解除されます。 

➢ お客様が当社所定の手続きにより、解約の申し入れをされた場合 

➢ お客様が法令等、当社の定める各約款等に違反した場合 

➢ お客様が市場の公正な価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が

判断した場合 

➢ お客様又は代理人が反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合 

➢ お客様の登録アカウントのお取引及び保護預り証券を含む全ての残高がなくなっ

た後、相当期間が経過した場合 

➢ その他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合 
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当社の概要 

商 号 等：株式会社 DMM.com 証券  

      金融商品取引業者 商品先物取引業者 

関東財務局長（金商）第 1629 号 

本店所在地：〒103-6010 東京都中央区日本橋 2-7-1 

設   立：平成 18 年 12 月 6 日 

 加 入 協 会：日本証券業協会（協会員番号 1105） 

一般社団法人金融先物取引業協会（協会員番号 1145） 

日本商品先物取引協会 

一般社団法人第二種金融商品取引業協会（協会員番号 480） 

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（協会員番号 1043） 

資 本 金：98 億円 

 主 な 事 業：金融商品取引業 

      商品先物取引業 

      商品投資関連業（競走用馬） 

連 絡 先：カスタマーサポート 

フリーコール：0120-961-522 月曜～金曜 8 時 30 分～21 時 00 分 

（1 月 1 日を除き、土日以外の祝日を含む） 

       E-mail：kabu-support@sec.dmm.com 

       FAX：03-3517-3292 

 

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

 

住   所：〒103-6010 東京都中央区日本橋 2-7-1 

コンプライアンス部 

  電 話 番 号：03-3517-3285 

ファックス：03-6910-3016 

E-mail  ：compliance@sec.dmm.com 

（お電話での受付時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～17 時 00 分 祝日を除く） 

 

金融 ADR 制度のご案内 

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外

の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取

引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用

することができます。 

 

住  所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 

mailto:kabu-support@sec.dmm.com
mailto:compliance@sec.dmm.com
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電話番号：0120-64-5005 

受付時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～17 時 00 分 祝日を除く 

（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 

 

 

〇その他留意事項 

当社の DMM株取引システムは、お客様が日本国内の通信環境でご利用いただくことを想

定しているため、お客様が当社の DMM株取引システムに対して日本国外から通信を行った

場合、正常に作動しない、又は注文の発注、約定、確認、取消等が行えない可能性や約定

が遅延する可能性があります。 

また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策並びに不正アクセス防止の一環と

して、当社の DMM株取引システムに対する日本国外からの通信並びにクラウドサービス、

VPN（仮想専用線）サービス又は VPS（仮想専用サーバ）サービス等を利用した通信を、一

部制限させていただく場合があります。この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負

担について当社は一切の責任を負いません。 

 

平成 30 年 3 月 5 日 制定 

平成 30 年 3 月 31 日 改訂 

平成 30 年 7 月 6 日 改訂 

平成 30 年 8 月 8 日 改訂 

平成 31 年 2 月 1 日 改訂 

令和元年 7 月 16 日 改訂 

令和 3 年 10 月 2 日 改訂 

令和 4 年 12 月 24 日 改訂 

令和 6 年 8 月 24 日 改訂 

令和 7 年 4 月 1 日 改訂 

令和 7 年 4 月 19 日 改訂 

令和 7 年 11 月 1 日 改訂 
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代用有価証券の種類、代用価格等 

 

1. 委託保証金は、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型

ＥＴＦ等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30％を上回る委託保証

金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合

の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗

じた価格となります。 

 

国内上場株券………………………………………………80％ 以下 

国内上場投資信託・上場投資証券………………………80％ 以下（ETF、REIT、ETN） 

米国上場株券（ETF ADR を含む）……………………60％ 以下 

 

NISA 口座で保有している株券については、代用有価証券の掛目は 0％（代用差し入れ

不可）となります。 

 

  委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取

引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意

ください。なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外（以下、「掛目の

変更等」といいます。）を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、

あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目（又は除外）の適用日につきましては、

通知した日から起算して 4 営業日目の日といたします。ただし、下記⑥の事象の場合に

おいて、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができ

るものといたします。 

 

① 決済が不可能で一定以上の損失が発生すると当社が判断した場合 

② 発行会社が債務超過となった場合 

③ 信用取引の継続が困難であると当社が判断した場合 

④ 発行会社の株価が一定金額を下回った場合 

⑤ 当社が公開買付け（TOB）の代理人又は復代理人となった銘柄 

⑥ 上記①乃至⑤のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与え

ると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが

予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金

としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合 

 

なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例え

別紙 1 
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ば、次のようなケースが想定されます。 

 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容

に基づき形成されていたと判断される場合 

 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合 

 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合 

 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、

すべての業務が停止される場合 

 その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合 

 

代用有価証券の振替については、以下についてご注意ください。 

① 当社でお預かりすることとなる国内株券等を買付する際は、すべて国内信用取

引の代用有価証券となります。外国株式信用取引の代用有価証券として差し入

れる場合は、当該国内株券等の受渡後、お客様の指示により振替える必要があ

ります。 

② 国内株券等を外国株式信用取引の代用有価証券として差し入れている場合、当

該国内株券等を買い増し又は売却することはできません。当該国内株券等を国

内信用取引の代用有価証券へ振替えた後に買い増し又は売却を行ってください。 

③ 国内信用取引預託率が 30％を下回るとき、委託保証金が 30 万円を下回るとき

又は不足金等が発生しているときは、国内信用取引の代用有価証券を振替える

ことはできません。また、外国株式信用取引の預託率が 50％を下回るとき、委

託保証金が 30 万円相当以上の米ドル額を下回るとき又は不足金等が発生して

いるときは、外国株式信用取引の代用有価証券を振替えることはできません。

そのため、国内株券等を外国株式信用取引の代用有価証券として差し入れてい

る場合においても、外国株式信用取引の預託率が 50％を下回るとき、委託保証

金が 30 万円相当額以上の米ドル額を下回るとき又は不足金等が発生している

ときは、当該国内株券等を振替えることも買い増し又は売却することもできま

せん。 

 

2. 最低委託保証金は、30 万円となります。 

 

3. 最低委託保証金維持率は、20％となります。 

 

4. 信用取引で売買した株券等のその後の値動きにより、計算上の大きな損失が生じ、委

託保証金代用有価証券の値下がり又は掛目の変更等により、委託保証金率が 20％未満と

なった場合、又は委託保証金が 30 万円未満となった場合には、不足額を不足が生じた日

の 2 営業日後の 12 時 00 分までに当社に差し入れていただくこととなります。 

保証金の差入れは、①お客様による信用取引口座へのご入金、又は、②保有されてい

る信用建玉の返済とします。保証金の差入れのために信用建玉を返済された場合、返済
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頂いた信用建玉の 20％の金額を不足額へ充当します。なお、不足額を期日までに差入れ

ていただけない場合には、お客様の計算により信用建玉を決済させていただきます。 

お客様におかれましては、不足額や当社からのお知らせをメール・取引ツール等にて、

ご自身でご確認ください。 
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参 考 

 

信用取引の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられな

いこともあります。 

注 2 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。 

注 3 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断によ

り変更することがありますので、ご注意ください。 

●－－－－信用取引口座の設定－－－－● 
信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、
その写しの交付を受けます。 
 

●－－－－－－委託保証金－－－－－－● 
■売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上が必
要です。レバレッジ型 ETF 等の一部の銘柄の場合
や市場区分、市場の状況等により、30％を上回る
委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意
ください。 
■委託保証金は株券や公社債等で代用すること
も可能ですが、一部分を現金にしていただくこと
もあります。 
■主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して) 
 国内上場株券………………………80％  以下 
 国内上場投資信託・上場投資証券…80％ 以下 

(ETF、不動産投信など) 
米国上場株券………………………60％   以下  
■信用取引により売買した株券等のその後の値
動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価
証券の価格が値下がりしたりすること等によっ
て、委託保証金の現在価値が売買代金の 20％未
満となった場合、又は委託保証金が 30 万円未満
となった場合には、不足額を 2 営業日後の 12 時
00 分までに当社に差し入れていただく必要があ
ります。 

売付けから 
  始める場合  

●金利の支払 
買付代金に対する
金利をお支払いい
ただきます。 

買付けから 
始める場合 

●品貸料及び信用
取引貸株料の支払 
売付株券等に対す
る品貸料及び信用
取引貸株料をお支
払いいただきます。 

返済の方法 

 
返済の方法 

 
●買い返済 
売り付けた株券等
を買戻すことによ
り貸付株券等を返
済していただきま
す。 
●品渡 
貸付株券等を直接
当社に引き渡して
いただきます。(売
却代金は、お客様
にお渡しします。) 

●売り返済 
買い付けた株券等
を売却することに
より貸付金を返済
していただきます。 
●品受 
貸付金を直接当社
に引き渡していた
だきます。(買付け
た株券等は、お客
様 に お 渡し しま
す。) 
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信用取引に係る手数料及び諸費用 

（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。） 

 

この書面には、当社でお取引いただく際の手数料及び諸費用を記載しております。なお、取引手数料

及び諸費用の金額、基準等は当社判断により変更することがあります。 

 

（1）売買手数料 

取引チャネル、執行条件にかかわらず売買手数料は無料です。 

※ 一般信用（デイトレ信用）の返済期限到来による強制返済につきましては、別途 1 銘柄あたり

3,300 円（税込）の手数料が適用されます。 

 

●VIP コース 

VIP コースの適用にあたっては、取引量及び建玉残高を基に以下のとおりコース判定し、信用取引金

利を一般コースよりも低くいたします。詳細は当社 WEB サイトにてご確認ください。 

①日次判定 

毎営業日終了後に判定を行い、1 営業日の信用新規建約定代金が 5,000 万円以上、又は 1 営業日

終了時点の建玉が 5,000 万円以上の場合、翌営業日の取引について VIP コースが適用されます。 

②月次判定 

毎月 20 日（20 日が非営業日の場合、前営業日。）の営業終了後に判定を行い、前月の 21 日（21

日が非営業日の場合、翌営業日。）から当月 20 日（20 日が非営業日の場合、前営業日。）の 1 ヶ

月の信用新規建約定代金が 5 億円以上、又は判定時点の建玉が 5 億円以上の場合、翌月初から月

末最終営業日までの信用取引について VIP コースが適用されます。 

 

（2）その他費用 

信用取引に関しては、売買手数料の他に、以下の諸経費が必要となります。 

 

・収入印紙代 

信用取引口座の開設において、「信用取引口座設定約諾書」を書面にて差し入れる場合には、4,000 円

分の収入印紙を貼付いただく必要があります。但し、「信用取引口座設定約諾書」を電磁的方法によ

る交付にて差し入れる場合には、収入印紙を貼付いただく必要はありません。 

・信用取引金利 

信用取引においては、買い方は約定金額に対する金利を支払い、売り方は約定金額に対する金利を受

け取ります。信用取引金利は金利情勢や証券金融会社の貸借金利の動向等によるためその金額、又は

計算方法を表示することができず、その都度当社が定める金利となります（現在適用の信用取引金利

等は、当社 WEB サイトにてご確認ください。 https://kabu.dmm.com/commission/#interest ）。

別紙 2 

https://kabu.dmm.com/commission/#interest
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また、制度信用取引と一般信用取引とでは、適用される金利割合が異なる場合があります。 

＜ご注意＞ 

➢ 信用取引金利は、新規建て受渡日から決済受渡日までの両端入れです（建て日、返済日を含む）。 

➢ 日計りの場合は 1 日分の信用取引金利が必要です。 

➢ 信用取引金利は、決済時に精算されます。 

➢ 信用取引金利は、金利情勢等により変更されることがあります。 

・貸株料 

売り方は貸株料をご負担いただきます。 

・品貸料（逆日歩） 

証券金融会社の貸株残高（売建）が融資残高（買建）を上回った場合、売り方が買い方に対して株の

品貸料を支払うことがあります。この品貸料を一般に「逆日歩」といいます。なお、逆日歩の対象銘

柄及び逆日歩の金額は、日々証券金融会社が発表しています。 

・事務管理費 

建玉の約定日から 1 ヶ月経過するごとに 1 株あたり 11 銭（税込）（単元株制度の適用を受けない銘柄

については 1 株あたり 110 円（税込））となり、110 円に満たない場合は 110 円（税込）、上限は 1,100

円（税込）となります。同一銘柄で同一約定日の建玉はまとめて算出し、売り建玉と買い建玉は区別

します。 

・名義書換料 

買建玉について権利確定日をまたいで建玉がある場合、名義書換料として 1 取引単位あたり 55 円（税

込）（ETF 及び ETN にかかる名義書換料（権利処理手数料）については、1 取引単位あたり 5 円（税

込））かかります。但し、大幅な株式分割が行われた場合などは当社の判断により減額させていただ

くことがあります。 

・配当金調整額 

権利確定日に売建株があった場合、その銘柄の配当金が確定した後に「配当金調整額」を当社へお支

払いいただきます。「配当金調整額」は、制度信用取引の場合は配当金額から所得税源泉徴収相当額

15.315％を差し引いた配当金額の 84.685％、一般信用取引の場合は配当金額の 100％となります。制

度信用取引の配当金額に対する割合は税制改正等により変更となる場合があります。 

（権利確定日に買建株があった場合では、その銘柄の配当金が確定した後に「配当金調整額」（配当

金額の 84.685％）を当社から受け取ります。また、信用取引の「配当金調整額」は現物株式の配当金

と異なり、税法上の配当金所得には区分されず譲渡所得の対象となります。） 

 

以上 

 

平成 30 年 8 月 8 日 制定 

令和元年 7 月 16 日 改訂 

令和元年 12 月 9 日 改訂 

令和 2 年 4 月 28 日 改訂 

令和 3 年 3 月 5 日 改訂 
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令和 4 年 12 月 24 日 改訂 

令和 7 年 1 月 11 日 改訂 

令和 7 年 4 月 1 日 改訂 

令和 7 年 4 月 19 日 改訂 

令和 7 年 6 月 16 日 改訂 

 

 

 

 


